
 

議案第７号 

 

平成２８年度愛西市一般会計補正予算（第４号） 

 

平成２８年度愛西市の一般会計補正予算（第４号）は、次に定めるところ

による。 

 

（歳入歳出予算の補正） 

第１条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ２４１，２３３千円を追加

し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ２１，７６３，１１５千円と

する。 

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後

の歳入歳出予算の金額は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。 

 （繰越明許費の補正）  

第２条 繰越明許費の追加は、「第２表 繰越明許費補正」による。 

（地方債の補正）  

第３条 地方債の追加及び変更は、「第３表 地方債補正」による。 

  

平成２９年２月２８日提出 

 

    愛西市長 日 永 貴 章      
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第２表 繰越明許費補正 

 

   追 加                                                   ［ 単位：千円 ］ 

款 項 事 業 名 金 額 

２ 総務費 
３ 戸籍住民基

本台帳費 

個人番号カード交付事業 4,967 

住民基本台帳システム改修事業 3,359 

８ 土木費 ２ 道路橋梁費 道路新設改良事業 12,029 

１０ 教育費 

２ 小学校費 小学校トイレ改修事業 48,785 

３ 中学校費 中学校施設非構造部材耐震化事業 75,592 

 

 

第３表 地方債補正 

 

   追 加                                                   ［ 単位：千円 ］ 

起債の目的 限度額 起債の方法 利 率 償 還 の 方 法 

屋内運動場非

構造部材耐震

改修事業 

49,500 

普通貸借 

又は 

証券発行 

年 6.0％以内 

（ただし利率見直し方式で

借り入れる政府資金及び

地方公共団体金融機構

資金について、利率の見

直しを行った後において

は、当該利率見直し後の

利率） 

借入先の融通条件による。た

だし市財政の都合により据置

期間及び償還期限を短縮し、

又は繰上償還もしくは低利に

借換えすることができる。 
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変 更                                                         ［ 単位：千円 ］ 

起債の目的 

補  正  前 補  正  後 

限度額 起債の方法 利率 償還の方法 限度額 起債の方法 利率 償還の方法 

小 学 校 

ト イ レ 

改 修 事 業 

23,400 

普通貸借 

又は 

証券発行 

年 6.0 ％

以内 

（ただし利

率 見 直 し

方 式 で借

り 入 れ る

政府資金

及び地方

公共団体

金融機構

資 金 につ

い て 、 利

率 の見 直

し を 行 っ

た 後 に お

い て は 、

当該利率

見 直 し 後

の利率） 

借入先の融

通条件によ

る 。 た だ し

市財政の都

合 に よ り 据

置 期 間 及

び 償 還 期

限 を 短 縮

し 、 又 は 繰

上償還もし

くは低利に

借換えする

こ と が で き

る。 

59,400 

普通貸借 

又は 

証券発行 

年 6.0 ％

以内 

（ただし利

率 見 直 し

方 式 で借

り 入 れ る

政府資金

及び地方

公共団体

金融機構

資 金 につ

い て 、 利

率 の見 直

し を 行 っ

た 後 に お

い て は 、

当該利率

見 直 し 後

の利率） 

借入先の融

通条件によ

る 。 た だ し

市財政の都

合 に よ り 据

置 期 間 及

び 償 還 期

限 を 短 縮

し 、 又 は 繰

上償還もし

くは低利に

借換えする

こ と が で き

る。 

臨 時 財 政

対 策 
850,000 500,000 

 


